
市有施設への太陽光発電設備の導入拡大に向けた調査業務委託事業者の募集に係る 

質問及び回答 

 

No 
該当箇所 

質問事項 回答 
資料名 項目 

1 
募集 

要項 
5(1) 

複数の事業者と共同提案する場合は、コンソ

ーシアム協定に該当するでしょうか。実施体

制としては、受託事業者から協力事業者へ業

務の一部外部委託を想定しており、その場合

でもコンソーシアム協定書の添付が必要かど

うかを確認するための質問です。 

一部外部委託の場合は、再委託となりますの

で、コンソーシアム協定に該当しません。 

2 

委託 

仕様書 

2(1) 

近隣のビル等の影響で、通年ほぼ影になるこ

とが明らかな対象施設についても、発電量試

算は必要でしょうか。 

通年ほぼ影になることが明らかな施設につい

ては、「効率的に発電できる太陽光発電設備の

設置範囲」及び「当該範囲に設置した場合の発

電量」は「なし（ゼロ）」として、調査結果をと

りまとめていただくことを想定しています。 

3 

景観法については、修景地区や風致地区など

の該当する地区名を調べる程度で良いでしょ

うか。 

 ないしは細かい規制内容まで記載する必要

がありますか。 

修景地区や風致地区などを調べることは必要

最低限と考えています。そのうえで、細かい規

制内容まで調査するかどうかはご提案次第で

す。 

4 

既に太陽電池が設置されている場合は、設置

対象外とするのか、追加可能な発電設備とし

て発電量を算出するのか、どちらでしょうか。 

既に太陽光発電設備が設置されている施設も

調査対象とし、「追加設置可能な範囲の明示」及

び「当該範囲に設置した場合の発電量の算出」

をしていただくことを想定しています。 

5 

建物、構造物の強度や、老朽化についての検

証は必要でしょうか。 

全施設（750 施設）で建物・構造物の強度や老

朽化についての検証を実施することは必須と

しておりません。そのうえで、同検証まで実施

するかどうかはご提案次第です。 

6 

「屋根等」となっているが、屋根以外の設置

場所についても、設置可能な場所は全て対象

となりますか。 

設置場所は、施設（建築物）の屋根や屋上を想

定しています。 

7 2(2) 

対象とする施設の選択基準はありますか。 

 （電気代削減効果などの特定の項目から優

先順位をつける、あるいはランダムに抽出す

る、など） 

施設分類（学校施設、庁舎施設、市営住宅等）

ごとに少なくとも数施設ずつ抽出することを

想定していますが、その具体については、「（１）

太陽光発電設備の導入ポテンシャル調査」を踏

まえて、協議のうえ、選定することを想定して

います。 



8 
削減効果の手段として、電力契約自体の見直

も含めてよろしいでしょうか。 

含めていただいて問題ありません。 

 


